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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　異なるエネルギー範囲において撮影された減弱画像に基づいて単位面積質量画像を作成
する方法であって、
　放射源（２）による放射（６）の発生および放射（６）による検査対象（８）の透視ス
テップ、
　放射（６）による検出装置（９）の作動および検出装置（９）による異なるエネルギー
範囲での減弱画像の検出ステップ、
　検出装置（９）の後に接続された評価ユニット（１０）による単位面積質量画像の決定
ステップ
を有する単位面積質量画像の作成方法において、
　評価ユニット（１０）によって、対象（８）内の多次元の単位面積質量を異なるエネル
ギー範囲において撮影された減弱画像の減弱値に結合する多次元の減弱関数の逆変換によ
り、対象（８）内の単位面積質量の単位面積質量値が決定されることを特徴とする単位面
積質量画像の作成方法。
【請求項２】
　評価ユニット（１０）によって、散乱により生じた２次放射成分が決定され、減弱画像
が２次放射成分（２６，２７）に関して、減弱によって発生した１次放射成分に基づいて
補正されることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　異なるエネルギー範囲において撮影された減弱画像の２次放射成分（２６，２７）を決
定するために、逆減弱関数の計算時に補正画像範囲（２３，２４）についてそれぞれ同じ
単位面積質量を生じる１次放射成分（２５）に関連づけられている２次放射成分（２６，
２７）が補正画像範囲（２３，２４）内で探索されることを特徴とする請求項２記載の方
法。
【請求項４】
　補正画像範囲（２４）が減弱係数に関して不均一な対象範囲を描出し、減弱関数が多次
元の単位面積質量に依存していることを特徴とする請求項３記載の方法。
【請求項５】
　異なるエネルギー範囲において撮影された減弱画像内の２次放射成分（２６，２７）が
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、求められた多次元の単位面積質量に基づいて近似的に決定されることを特徴とする請求
項４記載の方法。
【請求項６】
　２次放射成分（２６，２７）がそれぞれ、多次元の単位面積質量に依存した分布関数に
よるそれぞれの１次放射成分（２５）の畳み込み処理によって求められることを特徴とす
る請求項５記載の方法。
【請求項７】
　分布関数が予めモンテカルロシミュレーションにより求められることを特徴とする請求
項６記載の方法。
【請求項８】
　減弱画像内の２次放射成分（２６，２７）が、検査対象（８）における散乱の多次元の
単位面積質量を考慮するモンテカルロシミュレーションによって求められることを特徴と
する請求項５記載の方法。
【請求項９】
　多次元の単位面積質量の決定後に、２次放射成分（２６，２７）が探索され、１次放射
成分（２５）が補正され、補正された１次放射成分（２５）から出発して多次元の単位面
積質量が新たに決定されることを特徴とする請求項４乃至８の１つに記載の方法。
【請求項１０】
　不均一な減弱係数を有する画像範囲（２４）が、骨または炭化水素を基礎としているプ
ラスチックから作られていない移植組織を含む患者（８）の身体領域に割り当てられてい
ることを特徴とする請求項４乃至９の１つに記載の方法。
【請求項１１】
　補正画像範囲（２３，２４）が、異なるエネルギー範囲において撮影された減弱画像の
個々の画素を有することを特徴とする請求項３乃至１０の１つに記載の方法。
【請求項１２】
　補正画像範囲（２３，２４）内で、異なるエネルギー範囲において撮影された減弱画像
の画像値が平均化され、平均化された画像値に基づいて２次放射成分が決定されることを
特徴とする請求項３乃至１１の１つに記載の方法。
【請求項１３】
　補正画像範囲（２３，２４）内の２次放射成分から２次放射強度が求められ、２次放射
強度が補正画像範囲（２３，２４）の外側の画像値から減算されることを特徴とする請求
項３乃至１２の１つに記載の方法。
【請求項１４】
　補正画像範囲（２３，２４）内の２次放射成分に基づいて２次放射強度が算出され、２
次放射強度が補正画像範囲（２３，２４）の外側の画像値の補正のための補正係数を形成
するために利用されることを特徴とする請求項３乃至１３の１つに記載の方法。
【請求項１５】
　２次放射成分が、減弱画像上に広がるラスタの補正画像範囲（２３，２４）内で決定さ
れることを特徴とする請求項３乃至１４の１つに記載の方法。
【請求項１６】
　補正画像範囲（２３，２４）の外側の画像値が、隣接する補正画像範囲（２３，２４）
において決定された２次放射成分に依存して補正されることを特徴とする請求項１５記載
の方法。
【請求項１７】
　請求項１乃至１６の１つに記載の方法を実施するように構成されていることを特徴とす
る減弱画像の撮影装置。
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